
 
（適用：平成24年8月1日～） 

（単位：円） 
＜児童扶養手当法施行令に定める制限額＞ 
 
１ 本人所得制限基準額（ひとり親家庭の父または母、およびこれらに準じる者） 
 

  Ａ：所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族（70歳以上） … ① 
       〃      特定扶養親族（19歳以上23歳未満） … ② 
         〃     控除対象扶養親族（16歳以上19歳未満） … ③ 
  Ｂ：扶養親族の数（税法上の扶養親族） 
 

  Ａ 
Ｂ ０人 

 

０人 1,920,000 １人 

１人 2,300,000 ２人  

２人 2,680,000 ３人  

３人 3,060,000 ４人  

４人 3,440,000  ５人 

１
人
に
つ
き

３８
万
円
の
加
算
↓ ５人 3,820,000  

 
２ 扶養義務者等所得制限基準額 
 
  Ａ：老人扶養親族の数 
  Ｂ：扶養親族の数（税法上の扶養親族） 
 

 Ａ 
Ｂ 

０人 １人につきＢの加算額＋6万円  

０人 2,360,000 １人 

１人 2,740,000 2,740,000 ２人 

２人 3,120,000 3,180,000 3,180,000 ３人 

３人 3,500,000 3,560,000 3,620,000 3,620,000 ４人 

４人 3,880,000 3,940,000 4,000,000 4,060,000 4,060,000 ５人 

 
 

１
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つ
き
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万
円
の
加
算
↓ ５人 4,260,000 4,320,000 4,380,000 4,440,000 4,500,000 4,500,000
 

３ 各控除の額  本則給付・特例給付とも 
 
障害者(控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)、 
    勤労学生、寡婦(夫)控除（父または母を除く）・・・・それぞれ270,000円 
特別障害者控除（控除対象配偶者及び扶養親族を含む。）・・・・・・・400,000円 
寡婦控除の特例（母を除く）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・350,000円 
社会保険料控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 80,000円 
医療費控除・雑損控除等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 当該控除額 

A-①：１人につき Bの加算額＋10 万円 

A-②：    〃    B の加算額＋15 万円 

A-③：    〃    B の加算額＋15 万円  


